
R6.4.1現在

要介護度 区分 基本額（単位数） 居住費 食費 日常生活品費 合計
第１段階 0 300 979
第２段階 370 600 1,649

第３段階① 370 1,000 2,049
第３段階② 370 1,300 2,349
第４段階 870 1,480 3,029
第１段階 0 300 1,096
第２段階 370 600 1,766

第３段階① 370 1,000 2,166
第３段階② 370 1,300 2,466
第４段階 870 1,480 3,146
第１段階 0 300 1,145
第２段階 370 600 1,815

第３段階① 370 1,000 2,215
第３段階② 370 1,300 2,515
第４段階 870 1,480 3,195
第１段階 0 300 1,215
第２段階 370 600 1,885

第３段階① 370 1,000 2,285
第３段階② 370 1,300 2,585
第４段階 870 1,480 3,265
第１段階 0 300 1,287
第２段階 370 600 1,957

第３段階① 370 1,000 2,357
第３段階② 370 1,300 2,657
第４段階 870 1,480 3,337
第１段階 0 300 1,356
第２段階 370 600 2,026

第３段階① 370 1,000 2,426
第３段階② 370 1,300 2,726
第４段階 870 1,480 3,406
第１段階 0 300 1,426
第２段階 370 600 2,096

第３段階① 370 1,000 2,496
第３段階② 370 1,300 2,796
第４段階 870 1,480 3,476

※上記基本額及び下記加算については１割負担の場合の金額です。
※食事代は１食毎の料金となっており朝食３８０円、昼食５７０円、夕食５３０円（１日1,４８０円）です。

区分

第1段階

第2段階

第3段階①

第3段階②

第4段階

（各種加算） ※利用者全員対象
１８円/日 １２円/日（要支援者除く）

２３円/日（要支援者除く）
機能訓練体制加算 １２円/日
生産性向上推進体制加算Ⅱ １０円/月

（各種加算・減算） ※該当者のみ
医療連携強化加算 ５８円/日 （要支援者除く） 療養食加算
個別機能訓練加算 ５６円/日 （要支援者除く） 片道１８４円/回
長期利用による減算 ▲３０円/日 （連続３０日以上） 口腔連携強化加算 ５０円/月
短期生活若年性認知症受入加算 １２０円/日 （要支援者除く）

緊急短期入所受入加算 ９０円/日 （要支援者を除く・１４日を限度）

看取り連携体制加算 ６４円/日 （要支援者を除く・7日を限度）

※１　シェーバー、吸引器、ＨＯＴ等は除く。レンジ、電気ポット、冷蔵庫など電気使用量の高い物は持ち込みできません。

電気代（電化製品持ち込みの場合） ５０円／日 ※１
特別な食事代 実費

おやつ代 ５０円／日 10、15時ｾﾚｸﾄﾄﾞﾘﾝｸ、日替わりお菓子

送迎加算

（その他の料金）
複写物（コピー代） １０円/枚
レンタルテレビ代 １００円／日 貸しテレビによる使用料
トロミ代 ２０円／日 必要な方のみ

対　　　象　　　者

８円/回（１日３回を限度）

・市町村民税非課税世帯で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額
の合計が年80万円以下の方
・預貯金額が650万円（夫婦の場合1,650万円）以下の方
・市町村民税非課税世帯で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額
の合計が年80万円超120万円以下の方
・預貯金額が550万円（夫婦の場合1,550万円）以下の方

・市町村民税非課税世帯で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額
の合計が120万円超の方
・預貯金額が500万円（夫婦の場合1,500万円）以下の方

上記以外の方

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 看護体制加算（Ⅲ）イ
看護体制加算（Ⅳ）イ介護職員処遇改善加算（Ⅰ）　 月の総単位数の8.3％

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）　 月の総単位数の2.7％
介護職員等ベースアップ支援加算 月の総単位数の1.6％

要介護４ 856 200

要介護５ 926 200

セイフティー信和ショートステイ鵜飼　料金表（多床室）　

１日あたり                                                                                 （単位：円）

要支援１ 479 200

理美容代 実費

要支援２ 596 200

要介護１ 645 200

要介護２ 715 200

・市町村民税非課税世帯で、高齢福祉年金受給者
・生活保護受給者
・預貯金額1,000万円（夫婦の場合2,000万円）以下の方

要介護３ 787 200



R6.4.1現在

要介護度 区分 基本額（単位数） 居住費 食費 日常生活品費 合計

第１段階 320 300 1,299
第２段階 420 600 1,699

第３段階① 820 1,000 2,499
第３段階② 820 1,300 2,799
第４段階 1,180 1,480 3,339
第１段階 320 300 1,416
第２段階 420 600 1,816

第３段階① 820 1,000 2,616
第３段階② 820 1,300 2,916
第４段階 1,180 1,480 3,456
第１段階 320 300 1,465
第２段階 420 600 1,865

第３段階① 820 1,000 2,665
第３段階② 820 1,300 2,965
第４段階 1,180 1,480 3,505
第１段階 320 300 1,535
第２段階 420 600 1,935

第３段階① 820 1,000 2,735
第３段階② 820 1,300 3,035
第４段階 1,180 1,480 3,575
第１段階 320 300 1,607
第２段階 420 600 2,007

第３段階① 820 1,000 2,807
第３段階② 820 1,300 3,107
第４段階 1,180 1,480 3,647
第１段階 320 300 1,676
第２段階 420 600 2,076

第３段階① 820 1,000 2,876
第３段階② 820 1,300 3,176
第４段階 1,180 1,480 3,716
第１段階 320 300 1,746
第２段階 420 600 2,146

第３段階① 820 1,000 2,946
第３段階② 820 1,300 3,246
第４段階 1,180 1,480 3,786

※上記基本額及び下記加算については１割負担の場合の金額です。
※食事代は１食毎の料金となっており朝食３８０円、昼食５７０円、夕食５３０円（１日1,４８０円）です。

区分

第1段階

第2段階

第3段階①

第3段階②

第4段階

（各種加算） ※利用者全員対象
１８円/日 １２円/日（要支援者除く）

２３円/日（要支援者除く）
機能訓練体制加算 １２円/日
生産性向上推進体制加算Ⅱ １０円/月

（各種加算・減算） ※該当者のみ
医療連携強化加算 ５８円/日 （要支援者除く） 療養食加算
個別機能訓練加算 ５６円/日 （要支援者除く） 片道１８４円/回
長期利用による減算 ▲３０円/日 （連続３０日以上） 口腔連携強化加算 ５０円/月
短期生活若年性認知症受入加算 １２０円/日 （要支援者除く）

緊急短期入所受入加算 ９０円/日 （要支援者を除く・１４日を限度）

看取り連携体制加算 ６４円/日 （要支援者を除く・7日を限度）

※１　シェーバー、吸引器、ＨＯＴ等は除く。レンジ、電気ポット、冷蔵庫など電気使用量の高い物は持ち込みできません。

送迎加算

（その他の料金）
複写物（コピー代） １０円/枚

特別な食事代 実費

レンタルテレビ代 １００円／日 貸しテレビによる使用料

電気代（電化製品持ち込みの場合） ５０円／日 ※１

トロミ代 ２０円／日 必要な方のみ
おやつ代 ５０円／日 10、15時ｾﾚｸﾄﾄﾞﾘﾝｸ、日替わりお菓子

対　　　象　　　者

８円/回（１日３回を限度）

・市町村民税非課税世帯で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の
合計が年80万円以下の方
・預貯金額が650万円（夫婦の場合1,650万円）以下の方
・市町村民税非課税世帯で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の
合計が年80万円超120万円以下の方
・預貯金額が550万円（夫婦の場合1,550万円）以下の方

・市町村民税非課税世帯で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の
合計が120万円超の方
・預貯金額が500万円（夫婦の場合1,500万円）以下の方

上記以外の方

サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）　
介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）　

介護職員等ベースアップ支援加算 月の総単位数の1.6％

看護体制加算（Ⅲ）イ
月の総単位数の8.3％ 看護体制加算（Ⅳ）イ
月の総単位数の2.7％

要介護４ 856 200

要介護５ 926 200

セイフティー信和ショートステイ鵜飼　料金表（従来型個室）

１日あたり                                                                                 （単位：円）

要支援１ 479 200

理美容代 実費

要支援２ 596 200

要介護１ 645 200

要介護２ 715 200

・市町村民税非課税世帯で、高齢福祉年金受給者
・生活保護受給者
・預貯金額1,000万円（夫婦の場合2,000万円）以下の方

要介護３ 787 200



R6.4.1現在

要介護度 区分 基本額（単位数） 居住費 食費 日常生活品費 合計

第１段階 820 300 1,881
第２段階 820 600 2,181

第３段階① 1,310 1,000 3,071
第３段階② 1,310 1,300 3,371
第４段階 2,010 1,480 4,251
第１段階 820 300 2,001
第２段階 820 600 2,301

第３段階① 1,310 1,000 3,191
第３段階② 1,310 1,300 3,491
第４段階 2,010 1,480 4,371
第１段階 820 300 2,066
第２段階 820 600 2,366

第３段階① 1,310 1,000 3,256
第３段階② 1,310 1,300 3,556
第４段階 2,010 1,480 4,436
第１段階 820 300 2,135
第２段階 820 600 2,435

第３段階① 1,310 1,000 3,325
第３段階② 1,310 1,300 3,625
第４段階 2,010 1,480 4,505
第１段階 820 300 2,211
第２段階 820 600 2,511

第３段階① 1,310 1,000 3,401
第３段階② 1,310 1,300 3,701
第４段階 2,010 1,480 4,581
第１段階 820 300 2,279
第２段階 820 600 2,579

第３段階① 1,310 1,000 3,469
第３段階② 1,310 1,300 3,769
第４段階 2,010 1,480 4,649
第１段階 820 300 2,348
第２段階 820 600 2,648

第３段階① 1,310 1,000 3,538
第３段階② 1,310 1,300 3,838
第４段階 2,010 1,480 4,718

※上記基本額及び下記加算については１割負担の場合の金額です。
※食事代は１食毎の料金となっており朝食３８０円、昼食５７０円、夕食５３０円（１日1,４８０円）です。

区分

第1段階

第2段階

第3段階①

第3段階②

第4段階

（各種加算） ※利用者全員対象
１８円/日 １２円/日（要支援者除く）

２３円/日（要支援者除く）
機能訓練体制加算 １２円/日
生産性向上推進体制加算Ⅱ １０円/月

（各種加算・減算） ※該当者のみ
医療連携強化加算 ５８円/日 （要支援者除く） 療養食加算
個別機能訓練加算 ５６円/日 （要支援者除く） 片道１８４円/回
長期利用による減算 ▲３０円/日 （連続３０日以上） 口腔連携強化加算 ５０円/月
短期生活若年性認知症受入加算 １２０円/日 （要支援者除く）

緊急短期入所受入加算 ９０円/日 （要支援者を除く・１４日を限度）

看取り連携体制加算 ６４円/日 （要支援者を除く・7日を限度）

※１　シェーバー、吸引器、ＨＯＴ等は除く。レンジ、電気ポット、冷蔵庫など電気使用量の高い物は持ち込みできません。

２０円／日 必要な方のみ

送迎加算

（その他の料金）
複写物（コピー代） １０円/枚

理美容代 実費

レンタルテレビ代 １００円／日 貸しテレビによる使用料

おやつ代 ５０円／日 10、15時ｾﾚｸﾄﾄﾞﾘﾝｸ、日替わりお菓子
電気代（電化製品持ち込みの場合） ５０円／日 ※１
特別な食事代 実費

トロミ代

８円/回（１日３回を限度）

・市町村民税非課税世帯で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額
の合計が年80万円以下の方
・預貯金額が650万円（夫婦の場合1,650万円）以下の方
・市町村民税非課税世帯で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額
の合計が年80万円超120万円以下の方
・預貯金額が550万円（夫婦の場合1,550万円）以下の方

・市町村民税非課税世帯で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額
の合計が120万円超の方
・預貯金額が500万円（夫婦の場合1,500万円）以下の方

上記以外の方

サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）　
介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）　

介護職員等ベースアップ支援加算 月の総単位数の1.6％

看護体制加算（Ⅲ）イ
月の総単位数の8.3％ 看護体制加算（Ⅳ）イ
月の総単位数の2.7％

セイフティー信和（ユニット型）ショートステイ鵜飼　料金表（ユニット型個室）

１日あたり                                                                                 （単位：円）

要支援１ 561 200

要支援２ 681 200

要介護１ 746 200

要介護２ 815 200

・市町村民税非課税世帯で、高齢福祉年金受給者
・生活保護受給者
・預貯金額1,000万円（夫婦の場合2,000万円）以下の方

要介護３ 891 200

要介護４ 959 200

要介護５ 1,028 200

対　　　象　　　者


